
入札契約制度の改正について

令和２年５月１８日

倉敷市の入札契約制度について，次のとおり改正します。

１ 建設工事における最低制限価格の算定方法の改正

(１) 改正内容

最低制限価格基準率の範囲を次のとおり改めます。

【現 行】 予定価格の０．７２から０．９の範囲

【改正後】 予定価格の０．７７から０．９２の範囲

（参考）

最低制限価格基準率の算定方法

（直接工事費×0.97＋共通仮設費×0.9＋現場管理費×0.9＋一般管理費×0.55）

÷工事価格

(２) 改正時期

令和２年６月１日以降の入札公告・指名通知分から

２ 建設工事における低入札価格調査基準及び失格基準の算定方法の改正

(１) 改正内容

低入札価格調査基準率及び失格基準率の範囲を次のとおり改めます。

【現 行】 予定価格の０．７２から０．９の範囲

【改正後】 予定価格の０．７７から０．９２の範囲

（参考）

低入札価格調査基準率の算定方法

（直接工事費×0.97＋共通仮設費×0.9＋現場管理費×0.9＋一般管理費×0.55）

÷工事価格

失格基準率の算定方法

（直接工事費×0.92＋共通仮設費×0.85＋現場管理費×0.85＋一般管理費×0.5）

÷工事価格

(２) 改正時期

令和２年６月１日以降の入札公告分から

３ 高落札率入札調査制度の改正

(１) 改正内容

高落札率入札調査の調査基準を次のとおり改めます。

【現 行】 落札率が９５％以上となった場合



【改正後】 落札率が９７％以上となった場合

調査基準に該当した場合は，公正な競争がなされているか調査を行います。

(２) 改正時期

令和２年６月１日以降の入札公告・指名通知分から

４ 解体工事の一般競争入札への地区要件の設定

(１) 改正内容

解体工事の一般競争入札の入札参加資格要件に地区要件を設定します。

予定価格１，０００万円以上５，０００万円未満の解体工事 … ３地区に分類

※３地区…［倉敷］［児島・水島］［玉島・船穂・真備］

(２) 改正時期

令和２年６月１日以降の入札公告分から


